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警 察 署 協 議 会 会 議 録 

うきは警察署協議会 
 

 
開催年月日時 

 令和３年１１月５日   午後５時２０分 から 

             午後５時５０分 まで 

開 催 場 所  うきは警察署 署長室 

出 席 者 

警察署協議会  会長以下７名 

警 察 署 

 署長、副署長、総務課長、生活安全課長、 
 刑事課長、交通課長、総務課主幹、 
 総務第一係長、総務第二係員 

議 事 概 要 

 

 

（Ａ４） 

 

【会長挨拶（要旨）】 

 今回、第４回警察署協議会では、北九州市小倉北区にある第二機動隊の視察をさ

せて頂いた。 

 第二機動隊長から「人命を救助するためには、生存可能時間となる７２時間以内

という制約の中で、被災者を救助する必要がある。また、一度現場に出た隊員は、

不眠不休の活動を余儀なくされるが、それは一重に、被災者の早期発見・救助のた

めであって、その際の出動に向けて、隊員は日々訓練を重ねている。」旨の説明を受

けた。 

 朝倉の災害を目の当りした私達にとっては、視察で第二機動隊の皆様が、被災者

を救助するために、危険物の除去や高層階からの人命救助、ダムや湖底からの証拠

物件の回収訓練等々を繰り返し実施されている姿を見て感銘を受けた。 

 機動隊でも隊員の方々に、住民もこの様な警察活動に感謝していることや災害の

ない事を祈りつつ、隊員の皆様の御健康と御活躍を祈念する旨をお伝えしている。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

 本日は大変お忙しい中、第二機動隊の災害現場における人命救助活動訓練を見て 

頂いたが、色々な場面で活動する部隊が存在するのを知って頂いた点では、貴重な

視察になったと思う。 

 表に出ない訓練ではあるが、住民の皆様には有事に備えた安心材料として、 

お伝え出来ると思うし、この様に隊員が頑張っていることに対して御理解をお願い 

する。 

 さて、県下の犯罪等の情勢であるが、ニセ電話詐欺が横行しており、最近は特に 

うきは市民を狙った犯罪も多発している。当署では、被疑者２名を確保したが、皆 
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様には引き続き警戒をお願いする。 

 次に、交通死亡事故であるが、当署管内での発生はないものの、薄暮時や交差点 

における死亡事故が多いため、車両を運転される際は十分注意していただきたい。 

 年末に向け慌しい日々が続くが、うきは警察署としては、地域の安全安心に努め 

ていくので、よろしくお願いする。 

 

【機動隊訓練等視察】 

 １ 危険物の除去 

 ２ 湖底等の捜索 

 ３ 高所からの人命救助 

 ４ 工藤會跡地視察 

  

【質疑応答等】 

 ○ 委員から「隊員の方は危険な現場に赴くと思うが、年齢制限等があるの  

か｡」旨の質問があり、総務課長が「定まった年齢制限はないが、若い警察官 

  から選抜され、訓練と特殊技能を身につけた者が派遣されている。」旨回答し 

  た。 

 ○ 副会長から「危険物を除去する時に、危険な状態が発生することはない 

  のか。」旨の質問があり、総務課長が「危険性は排除出来ないが、内容物や危 

  険性の有無について十分観察したうえで対応している。」旨回答した。 

 ○ 委員から「戦時中の不発弾が発見された等のニュースを聞くことがある 

  が、その様な場合、警察ではどの様な措置を取るのか。」旨の質問があり、総 

  務課主幹が「不発弾については自衛隊が処理を行い、警察は、危険区域内の規

制や住民の避難誘導等に従事する。」旨回答した。 

 ○ 委員から「潜水可能時間はどの位なのか。また、どんな点に注意して訓練し

ているのか。」旨の質問があり、総務課主幹が「体格や肺活量等、個人差はあ

るものの、概ね１時間程度の潜水は可能である。また、湖底は濁っており、視

界が悪いため、隊員同士の連携等に配意した訓練をしていると聞いている。」

旨回答した。 

 ○ 委員から「高所から人命を救助する活動を初めて見ましたが、隊員の方が音 

  もたてずに素早く救助される姿に、ただただ感動した。」旨の感想があった。 

 ○ 委員から「災害現場に出動する車両は、パンク等が発生しないように特別仕 

  様のタイヤにしているとのことであったが、実際に乗車体験をしてみると揺れ 

  等もなく、乗り心地がよいことに驚いた。」旨の感想があった。 

 ○ 委員から「別件になるが、うきは市とうきは自動車学校、うきは警察署が 

  一体となって、何か活動できることはないか。」旨の質問があり、交通課長が 

  「色々と取組可能な案件もあるため、今後も御相談させていただき連携を図ら

せていただきたい。」旨回答した。 

 ○ 委員から「工藤會本部事務所が撤去された場所を視察したが、立地場所が住 

  宅街で、競輪場等の大型施設付近に混在していたことに驚いている。もし、う  

  きは市内に暴力団事務所が建てられた場合、住民を巻き込んだ活動や市とし  

ての業務に関するアドバイスをお願いしたい。」旨の要望があり、刑事課長が 
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  「断固拒否する姿勢は大切であるが、個人攻撃を避けるためにも、早めの情報 

  共有と地域全体での対応が必要だと考える。引き続き力を合わせて暴力団排除 

  を進めていきたい。」旨回答した。 

 ○ 会長から「今回の視察では、警察活動についての理解を深める貴重な経験と 

  なった。メンバーも代わったので、次回時間が許せば、逮捕後の犯人の処遇、 

  警察車両等の説明等をお願いできないか。」旨の要望があり、総務課主幹が 

  「御要望については、今後検討する。」旨回答した。 
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１ 視察先での会長挨拶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

 


